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障害者の技能習得への取り組み 1

計2,645名の就職者数，職場定着率87.2％の実績があ
り，地域における就労支援に一定の役割を果たして
きた。当社の就職実績の多くは精神障害者であり，
障害者雇用促進法の2018年の改正では前述した法定
雇用率引き上げだけでなく，精神障害者の雇用義務
化が導入された背景からも当社が担う役割は大きい
と認識している。これからも当社の就労支援を通し
てひとりでも多くの方が希望を持てる社会の実現に
貢献したい。

2．精神障害者の雇用・職場定着状況と課題に 
　ついて

厚生労働省の平成30年障害者雇用状況の集計結
果において，民間企業における雇用障害者数は15年
連続で過去最高となっており，特に精神障害者の
伸び率が大きかった（対前年比34.7％）ことが報告
されている2）。その一方，障害者職業総合センター
によると，精神障害者の職場定着率は就労後3か月
で69.9％，就労後1年では49.3％と報告されており3），
精神障害者の離職率の高さが指摘されている4）。精
神障害者の離職要因については，症状の再発や悪化
による精神障害に関連する問題や就業意欲が低下し
てしまうなど様々な報告がされている5）。このよう
な就労後の職場定着に関する問題と類似した課題
（症状の不安定さ，モチベーションが維持されない）
が就労移行支援事業所における訓練継続においても
指摘されており6），訓練段階から解決すべき課題だ
と捉えている。

1．はじめに

1.1　就労移行支援事業の概要
就労移行支援事業は，2006年に施行された障害
者自立支援法において一般就労を希望する障害のあ
る人を企業等での就労につなぐ事業として創設され
た。障害者自立支援法施行前の障害者授産施設など
では福祉から就労への移行が滞る傾向が指摘されて
おり，障害福祉サービスが再編成された結果，福祉
から一般就労への移行を促進するという明確な役割
を就労移行支援事業が担うこととなった。
就労移行支援事業が制度化されてからその事業
所数は増加し続け，平成29年社会福祉施設等調査
の概況によると，事業所数は3,471ヶ所，利用者数は
33,179人と報告されている1）。さらに，就労系障害
福祉サービスから一般就労への移行者数は2003年
の1,288人から2017年の14,845人で11.5倍となってお
り，特に就労移行支援による一般就労への移行率は
他の就労系サービスと比較して大きく上昇してい
る。障害者の雇用の促進等に関する法律（以下，障
害者雇用促進法）の改正により2018年に民間企業の
法定雇用率が2.2％となったが，2021年4月までには
さらに0.1％引き上げとなることが定められており，
就労移行支援事業が社会的に担う役割は今後も大き
いと考えられる。

1.2　ウェルビー株式会社（以下，当社）について
当社は2011年に設立，2019年6月までに全国で
68ヶ所の事業所を開設している。同時点において累
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3）言語的説得
本人自身あるいは周囲が本人の行動に対する努力

を認め，能力があるということを言葉や態度で支援
し，同時に精神的にも信じ認め支援すること
4）生理的情動的状態
情動的な変化と生理的な変化は相互に関連してい

るので，同時に体験する状態のこと。疲労や疼痛と
いった体験が自己効力感を弱める働きをし，逆にリ
ラックスできている時には自己効力感を高めると言
われている。
また，上記4つの情報源に加えて，行動に対する

意味づけ，行動方略，原因帰属，ソーシャルサポー
トなども自己効力感に関連する要因として報告され
ている。

4.3　自己効力感を高める支援の先に目指すもの
自己効力感とはある出来事に対して「うまく対

処できそう」「やれる自信がある」といったセルフ
イメージの程度のことであり，自己効力感が高いと
適切な問題解決行動に積極的になれる，困難な状況
下においても努力することができるのである。さら
に，不眠や腹痛などの身体的ストレス反応や不安や
怒りといった心理的ストレス反応を引き起こさない
適切なストレス対処行動ができ，かなりストレスフ
ルな状況にも耐えられることが報告されている8）。
自己効力感が高い状態においては問題直面時に認知
的にも行動的にも柔軟になることができ，対処方略
の幅が広がるのである。
つまり，就労移行支援事業所の訓練で支援者が利

用者の強みや長所を引き出し，行動を起こすことを
後押しし，利用者が成功体験を積みあげていく支援
を通して自己効力感を高めることは有用であると考
えられる。その結果，就労後に生じた問題を利用者
が適切に対処できる可能性が高まるため，長期的な
職場定着に繋がると考えている。

5．セルフモニタリングとは

5.1　セルフモニタリングについて
セルフモニタリングとは，認知行動療法のひと

3．当社の支援について

当社の支援では，職場を想定した訓練を通して十
分に就労準備性を高め，長く働き続けられる力を身
に付けてから就労することを目指している。訓練で
習得したスキルを実際の職場で活用できることや職
場における強み・想定される課題について利用者本
人が理解を深め問題解決行動を実践できるような支
援を通して就労前後における課題解決に取り組んで
いる。
本稿においては，前述の精神障害者の職場定着・
訓練継続の課題を解決するための支援として「自己
効力感」と「セルフモニタリング」に着目した事例
を紹介する。

4．自己効力感とは

4.1　自己効力感の定義について
自己効力感とは，Banduraが提唱した社会的学習
理論に含まれる概念のひとつであり，ある結果を生
み出すために必要な行動をどの程度うまく行うこと
ができるかという個人の確信を意味している7）。何
らかの行動を実際に起こすには，そのために必要な
知識や技能だけでなく自己効力感が高いことが必要
であり，自己効力感が高いほど「自分の能力をうま
く働かせて困難に立ち向かい，さらに一層努力して
いくようになる」とされている。

4.2　自己効力感を向上させるには
Banduraによると，自己効力感は自然発生的に生
じるものではなく，以下の4つの情報源を通して個
人が自ら作り出していくものであるとされている。

1）遂行行動の達成
ある課題や行動あるいはスキルを実際に行ってみ
て，“できた” という成功体験のこと
2）代理経験
観察学習やモデリング，模倣を指し，本人自身で
はなく他者が課題を遂行する行動を見ること
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6.2　介入期間
臨床心理士資格保有職員によってセルフモニタリ

ングシートを用いて2か月間週1回面談で介入を実施
した。介入終了2か月後にフォローアップ面談を1回
実施している。

6.3　介入手続き
セルフモニタリングシートは，①1週間以内に達

成可能な目標，②日々の行動，③点数化された精神
状態（0～100点）の3項目を記入できるものを作成
して使用した（図1）。
セルフモニタリングを効果的に実施するには技法

の併用が有効であることから，面談技法として目標
設定法，ステップバイステップ法を用いており，自
己効力感を高めるために成功体験を作ること，励ま
し，評価，承認の関わりを実施した。
また，介入前，2か月間の介入終了時，フォロー

アップ面談後に認知行動的セルフモニタリング尺度13）

と自己効力感尺度14）で介入効果を測定している。認
知行動的セルフモニタリング尺度はセルフモニタリ
ングの程度を測る自己評価式尺度である。自己効力
感尺度については，日常生活の様々な状況における
個人の自己効力感である一般性自己効力感を自己評
価式で測定している。
セルフモニタリングシートの①項目の目標につ

いては個別支援計画をもとに対象者主体で設定して
スモールステップで成功体験を積めるように対応し
た。

つであり，自己の行動，認知，気分などを観察，記
録，評価することによって，自分自身の状態を客観
的な事実として理解できるよう働きかける技法であ
る9）。
症状には医師が患者を診察して見出す客観的症候

と本人が感じる自覚症状の2つがあり，本人が症状
に対処するためには自覚症状を理解していくことが
重要とされている10）。精神症状は主観的であること
が多く，自覚症状を理解するために日々の行動記録
を客観的に見ることが有効な手段の1つとして挙げ
られている11）。就労準備性ピラミッドにおいても障
害理解は基礎となる部分であるため，症状の理解・
対処法を身に付けることは就労支援においても重要
だと考えられる。

5.2　セルフモニタリングと自己効力感の関連性
これまで先行研究において，セルフモニタリング
を通して自己効力感が高まった例が報告されてきて
いる。日々の変化を記録していくなかで，現在の状
況を認識できること，取り組み自体が視覚化された
記録として残ることなどがセルフモニタリング継続
の動機付けになると考えられている。さらに，本人
が取り組むだけでなく，支援者が本人と記録を振り
返りながら成功体験を作り出すことや取り組みを励
ます・評価する・承認することが本人の自己効力感
向上に結びついていくのである12）。
次項から日々の行動や状態をシートに記録し，支
援者と適切に振り返ることで障害理解を深めるだけ
でなく，自己効力感を高めることで困難な状況下に
おいても対処行動ができることや訓練に意欲的に取
り組めることを目指した支援を紹介する。
※セルフモニタリングのために記録をつけるシート
がセルフモニタリングシートである。

6．支援事例① 
　～双極性障害の症状理解が進み， 
　　訓練継続に至ったケース～

6.1　対象者について
40代，男性，双極性障害，精神保健福祉手帳3級
保有，訓練期間10か月目で介入を開始した。

図1　セルフモニタリングシートについて
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が見えてきた」との発言があり，熱心に取り組まれ
ているからこそ自身の変化にも目を向けることが
できていることをフィードバックしている。さら
に「シートに記入することで自身を振り返ることが
でき，行動をセーブできている」「今まで調子が上
がり過ぎてパンクすることが多かったが，うまく対
処できていて自信になっている」との発言も伺われ
た。本人なりに十分取り組めているため継続してセ
ルフモニタリングシートへの記録を促している。

＜2か月経過の面談＞
2か月間の取り組みを振り返ると「（点数が）上

がるときは感覚で気付けるようになった」「上がり
そうなときには職員に相談をして対処できている」
との感想が得られた。「セルフモニタリングシート
をもとに1週間に1度振り返る機会を作ってもらった
ことで自分を客観的に見る力がついたと思う」とも
語られている。
改めて本人が感じる躁状態への予兆を整理したと

ころ，初回面談と変わらない項目が挙げられたが，
上記感想の通り，介入前より気付けるようになった
ことで自分なりに対処できているとのことであった。
今後もセルフモニタリングシートへの記入を希望

するかを確認したところ，「自分のために取り組み
たい」とのことであったため，記入することの意義
を再度伝え，必要に応じて職員に相談するように促
し面談を終了した。

＜フォローアップ面談＞
介入終了から2か月間の様子を伺うと「点数（体

調）は安定しており，通所も継続できている」「体
調を維持するための方法ができあがってきているた
め今後も継続して実施したい」と語られている。セ
ルフコントロールが可能になり，必要に応じて相談
ができている状況であったため現状のまま取り組め
るよう励まして介入を終了した。

6.5　介入への考察
利用者と支援者で記入されたセルフモニタリング

シートの振り返りを繰り返した結果，自身の障害理

6.4　介入の経過
＜初回面談＞
対象者から「最近調子が上がっています」との発
言があり，セルフモニタリングシートをもとに本人
の体調を数値化して把握し，平常時と比較して点数
が高い（躁状態の兆候がある）ことを本人と確認し
た。
躁状態になる予兆を伺うと，①睡眠時間が減少す
る，②あれこれチャレンジしたくなる，③発言が増
え，他利用者や職員へ話しかける回数が増えること
が語られた。面談時にも「最近，訓練でもっとたく
さん課題に取り組みたいと考えている」と発言があ
り，予兆に当てはまっていることに本人が気づく様
子が見られた。そこで，躁状態にならないよう現状
への対策を話し合い，①生活リズムを保つ（特に睡
眠時間を保つこと）②決めた以上のことは訓練で取
り組まないこと③点数が一定以上もしくは一定以下
の場合はすぐに職員に相談することを設定した。
また，1週間の目標として個別支援計画に安定し
た通所が挙がっていることと症状への対処を本人が
重視していたため，「睡眠時間（23時～6時）を保つ
こと」を本人が設定し，面談を終了した。

＜2回目の面談＞
セルフモニタリングシートを1週間記入しての感
想を伺うと「1日の中での体調の変化を客観的に見
えて良かった」「点数を確認して職員にも相談でき
た」と語られた。シートの内容を対象者と共に確認
し，点数が高い時間帯と低い時間帯の出来事等を聞
き取りながら必要に応じて対処法を検討した。
初回面談で設定した目標についても1週間のうち5
回達成されていたため，十分取り組めていたからこ
そ体調を崩さないで通所できているのでは，とポジ
ティブにフィードバックした。加えて，設定した対
策についてもうまく実践できていることを伝え，引
き続き取り組めるよう励ました。

＜1か月経過の面談＞
1か月取り組んできたセルフモニタリングシート
を振り返り，感想を伺うと「1週間での自身の変化
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ある心理教育を面談中に実施したことも有効であっ
た可能性がある。日本うつ病学会双極性障害委員会
の双極性障害（躁うつ病）とつきあうためによる
と，①自分の今の気分の状態を良く知ること，②生
活のリズムを整えること，③ストレスとの付き合い
方を学ぶこと，④これまでの経過を理解することな
どが重要とされており18），今回の介入時に上記項目
を参考に支援をしたことも通所継続に至った要因の
ひとつである可能性が考えられる。
今回の事例は，適度に自己効力感が高ければスト

レスフルな状況に遭遇しても身体的・精神的な健康
を損なわず，適切な対処行動や問題解決行動を実践
できるという報告と一致するため，セルフモニタリ
ングシートを用いて本人の状態を評価しながら支援
することは有意義だと考えられる。
フォローアップ面談後も安定した通所ができ，セ

ルフモニタリングシートを通してまとめた症状への
対処方法を当社独自の応募書類である “私の障害に
ついて” にまとめて就職活動を行い，現在も就労中
である。面談でもまとめた対処法は，①生活リズム
を保つ，②決めた以上のことは訓練で取り組まない
こと，③点数が一定以上もしくは一定以下の場合は
すぐに職員に相談することであるが，①は本人が意
識して取り組み，②と③は就職活動時，定着支援時
にも活用されている。
本介入は臨床心理士有資格者が介入を実施してい

るが，広く支援員が実施できる必要がある。支援事
例②では一般職員が同様の介入をしたケースを紹介
する。

7．支援事例② 
　～自己効力感を高め， 
　　職業準備性が向上したケース～

7.1　対象者について
40代，女性，統合失調症，精神保健福祉手帳2級

保有，訓練期間7か月目で介入を開始した。

7.2　介入期間と手続き
一般職員によって支援事例①と同様の介入を実施

している。

解が深まり対処法をうまく実行できるようになって
いる。客観的な指標として認知行動的セルフモニタ
リング尺度調査を実施しており，得点の上昇が見ら
れている（図2）。
本人と面談で対策を検討した際に挙がった “決め
た以上のことは訓練で取り組まないこと” をもとに
毎回無理のない範囲の目標設定で過活動にならない
ように調整したこと，面談で検討した対処法を実践
して振り返りながら調子が上がりすぎない支援を実
施した結果，自己効力感尺度得点が平均圏外から平
均圏内に減少，維持された（図3）。自己効力感尺度
得点は精神的健康に及ぼす効果が報告されており15），
対象者が予兆に対して適切に対処できた結果だと考
えられる。
高すぎる自己効力感は躁状態など精神的健康への
影響だけでなく，達成不可能な目標に固執させるこ
と16）やリスクが高すぎる選択を生むことが指摘され
ているため17），適切にセルフモニタリングシートの
記入内容を評価することが重要である。
本事例においては毎回の介入で本人の状態だけで
なく実際の行動を評価したこと，再発予防に有効で

図2　認知行動的セルフモニタリング尺度得点について

図3　自己効力感尺度得点について
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関する内容を目標に設定している。

＜1か月経過の面談＞
1か月取り組んでみて「パソコンが以前よりもで

きるようになって楽しい」「意外と行動をしている
ことに気付いた」「1日の中で（体調の）波があるこ
とに気付いた」と語られている。個別支援計画をも
とにスモールステップでパソコン技能訓練に取り組
みながら “できた” という成功体験を積み重ね，支
援者もポジティブにフィードバックを繰り返した結
果，自信に繋がっている様子が伺われた。本人から
も「1週間に1度の面談の中で取り組んだことを認め
てくれ，評価してくれるのも嬉しい」と語られてい
る。1日の中での波については，点数をつけながら
記録を取ることで自分の状態が分かりやすくなり，
調子が悪いことへの工夫が見つけられたと語られ，
さらには日常生活で何気なくやっていることを欠か
さずやることへの大切さに気付かれていた。1か月
間の取り組みをねぎらうと共に取り組まれてきたか
らこそ得られている結果とフィードバックし，引き
続き取り組めるよう促して面談を終了している。

＜2か月経過の面談＞
「点数が下がる行動を無理にやらなくても良いこと
に気付いた」と語られ，点数が下がる行動への理解
が進むと同時に対処行動を整理することで，対処の
引き出しが増えている様子が伺われた。2か月間の
取り組みをまとめるために，日常生活の中で大切と
なる行動や対処行動をひとつひとつ整理している。
また，介入への感想を伺うと「セルフモニタリン

グシートの内容を毎週聴いてもらえることが良かっ
た」とも語られている。今後もセルフモニタリング
シートへの記入を希望するか確認し，引き続き取り
組みたいとのことであったため，記入することの意
義を再度伝え，必要に応じて職員に相談するように
促し面談を終了した。

＜フォローアップ面談＞
セルフモニタリングシートに取り組み続けた感想

として「最初は1日1日で自身の調子を見ていたが，

7.3　介入の経過
＜初回面談＞
症状について伺うと，「いつも攻撃的な幻聴が聞
こえている」「監視されている感じがする」と言い，
自身の状態によって幻聴の影響が異なることが語ら
れたが，どのような波があるのかなど症状の変化に
ついては把握できかねている様子であった。そこ
で，セルフモニタリングシートを活用して現在の状
況とこれまでの経過（どのような症状が負担になっ
てきたか，波はどのようにあらわれるか，どのよう
に対処してきたかなど）を整理し，今後の希望を
伺った。今後については「まずは働く体力を身に付
けたい」と語られたものの，半年間通所をしても通
所日数が増えないことから本人はどうしたらよいか
わからない状態であった。将来は過去の経験を活か
して事務職に就きたいという希望とブランクが10年
あるためパソコンスキルを改めて身に付けたいとの
ことであった。個別支援計画にもパソコン技能に関
する目標が設定されていたことから，パソコン訓練
に関して1週間で達成可能な範囲を意識して本人主
体で目標設定をした。

＜2回目の面談＞
1週間セルフモニタリングシートを記入してみて
の感想を伺うと，「夕方に点数が下がることに気付
いた」「家事をやらないといけないと考えてしまう
ときに点数が下がることに気付いた」と語られ，1
日の中の体調変化とすべき思考が負担になっている
可能性が現れた。一方で，入浴によって点数（調
子）が上がることや夕方の対策として休む時間を作
ることで改善できそうと本人から対応策についても
挙がった。自身の変化について十分にセルフモニタ
リングシートへの記入に取り組まれているからこそ
気付くことができていることをフィードバックし，
対応策については承認をして取り組むよう励まして
いる。
また，初回面談で設定した1週間の目標について
も進捗を確認し，できたことについて成功体験にな
るようフィードバックした。2回目以降の面談にお
いても本人の希望により，継続してパソコン訓練に
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ることが報告されており，2か月間の介入によって
自己効力感が向上した（図5）ことが不調時の対処
行動実践に寄与した可能性が考えられる。

介入開始時に訓練日数が増えないことも課題とし
て本人が捉えていたが，本介入を通して週5日の通
所まで伸びている（図6）。

本介入によって有資格者と同様の支援を実施し，
同様の結果が得られたため，広く一般の職員も実施
可能であると考えられる。支援マニュアルの作成な
どにより，さらに多くの支援員が実施できる環境整
備をしたい。

8．今後の展望について

8.1　生活面と就労面のバランスを取った支援
2018年度から就労定着支援事業を当社でも実施し

ている。就労定着支援事業は「就業に伴う生活面の
課題にも対応できるよう，事業所・家族との連絡調
整等の支援を行うサービス」であり，就労移行支援
事業所では訓練を通して企業で活きるスキルを身に

１週間で見るようになった」「できると思ったとき
にやりすぎるとあとに響くことがわかった」など自
身の障害・症状への理解が深まったことが伺われて
いる。一方で，フォローアップ面談前まで体調不良
が続いていたことも語られた。体調不良時にどのよ
うに過ごしたのかを確認したところ，最低限対処行
動が取れていたことが伺われたため，これまで取り
組んできた内容が活かされていること，その結果と
して通所に繋がっているのではとフィードバックし
ている。どうしてもつらいときにはセルフモニタリ
ングシートへの記入は難しいが，取り組めるときに
は継続したいとの発言があったため後押しして面談
を終了している。

7.4　考察
本介入においても事例①と同様にセルフモニタ
リングシートを本人が記入するだけでなく，支援員
が記入されたシートを活用して成功体験に結び付け
る，励ます，評価する，承認するなどの関わりを実
践することで本人の自己効力感が高まり，障害理解
が深まるなど就労準備性が向上していると考えられ
る結果が得られた。
認知行動的セルフモニタリング尺度得点について
は，介入終了2か月後に向上が見られている（図4）。
この点については，介入終了後に体調不良の訴えが
強くなったが，介入中に整理した対処法を活用して
回復に至った経緯があり，自己理解が深まった可能
性が考えられる。自己効力感が高ければ，ストレス
フルな状況に遭遇しても身体的・精神的な健康を損
なわず，適切な対処行動や問題解決行動を実践でき

図4　認知行動的セルフモニタリング尺度得点について

図5　自己効力感尺度得点について

図6　訓練日数の変化について
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の就労支援という広い視野を持ってサービス提供を
し，これからもひとりでも多くの方が希望を持てる
社会の実現に貢献していく。
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付けるだけでなく，職場以外の生活面における支援
の充実を図ることが長期的な職場定着に繋がると考
えられる。
本稿で紹介した支援では生活と就労の両面に対応
できる技法であり，今後も様々な支援を通してノウ
ハウを蓄積していきたい。
そして，生活と就労のバランスが取れた支援を実
践した結果，利用者ひとりひとりの特性や対処法，
関わり方を職場へ適切に伝えていくことが重要であ
ると考えている。職場へのノウハウの伝達力もまた
就労移行支援事業所には求められており，当社にお
いては前述の “私の障害について” をはじめ，今後
も職場や本人を取り巻く関係者に伝達できるような
ツールを開発してきたいと考えている。

8.2　エビデンス（科学的知見）に基づいた就労支援
就労支援における課題としてエビデンスに基づく
支援が十分に導入されていないことが報告されてい
る19）。今回紹介した支援のように教育・心理などの
近接領域を参考にして根拠に基づいた支援を重ねる
ことでエビデンスを構築し，より多くのサービス受
給者やその関係者へ質の高い支援を提供することで
障害者雇用促進，さらには職場定着率の向上に寄与
したいと考えている。
今後は当社だからこそできる調査やその結果に基
づく支援の実践を繰り返してエビデンス構築に努め
たい。

8.3　本人を取り巻く関係機関との連携で長期就労を
当社では長く働く力を身につけるための訓練，支
援を提供していることはこれまでに述べてきたが，
単に訓練を終えた利用者を職場に送り出すだけでな
く，地域の関係機関とのネットワークを基盤に職場
定着支援をしていくことも重要視している。
本人を中心に医療機関や支援機関，行政，ハロー
ワーク，職場，家族との連携を通して支援をするこ
とで本人がサポートを受けられる機会が多くなり，
就労という枠のみならずより良く生きられるように
なると考えている。
当社の就労支援という視点だけではなく，地域




